
指定ごみ袋以外でも
可燃ごみを出せます！

対象となるごみ 実施期間

可燃ごみのみ 6月3日（水）から
6月30日（火）まで

使える袋

可燃ごみであることがわかるように
袋に明記するか、書いた紙を貼りつけて
ください。（ひらがな、ローマ字でも可）

油性ペンで直接書く
書いた紙を剥がれない
ように貼り付ける

使えない袋の例
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黒色や色のついた袋可燃以外の市指定袋 紙袋や段ボール 他自治体の指定袋

稲沢市

または

無色透明または
半透明の
15Ｌから45Ｌ

までの袋

無色透明または半透明の袋以外は使うことはできません

臨 時 措 置


